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主要な事業内容

事業報告　第16期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

事業セグメント 主要な事業内容 主要な事業会社

石 油 製 品 ほ か

　● 石油製品（ガソリン、灯油、潤滑油等）の精製および販売事
業

　● ガスの輸入および販売事業
　● 石油化学製品等の製造および販売事業
　● 水素の供給事業

ENEOS株式会社

石油･天然ガス開発

　● 石油・天然ガスその他の鉱物・エネルギー資源の探鉱、探査
および開発事業

　● 石油、天然ガスその他の鉱物・エネルギー資源およびそれら
の副産物の採取、加工、貯蔵、売買および輸送事業

　● 二酸化炭素の回収、輸送、貯留および利用事業

ENEOS Xplora
株式会社

機 能 材 　● 合成ゴム、その他化学工業製品・原料の製造および販売事業 株式会社
ENEOSマテリアル

電 気

　● 発電事業（海外を含む）
　● 電力調達および電力販売事業（再生可能エネルギーを含む）
　● 都市ガス事業
　● 海外再生可能エネルギー事業
　● VPP事業

ENEOS Power
株式会社

再生可能エネルギー
　● 発電プラント（風力発電、太陽光発電、バイオマス発電その
他自然エネルギー発電）に関する開発、建設、運転、保守点
検事業ならびに売電事業

ENEOSリニュー
アブル・エナジー
株式会社

そ の 他 　● 道路工事、舗装工事等の土木工事業
　● 建築工事業

1．企業集団の現況に関する事項
主要な事業内容（2026年3月31日現在）

(注)  ENEOS株式会社は、2026年4月1日付で、天然ガス事業（ただし、中流権益事業および国内販売事業を除く。）
ENEOS Xplora株式会社に移管・統合しました。

－ 2 －
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会計監査人に関する事項

(2) 報酬等の額（2025年度分）
（百万円）

① 当社の会計監査人としての報酬等の額 178

② 当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 1,343

2．会計監査人に関する事項
(1) 名称
　EY新日本有限責任監査法人

(注) 1. 監査等委員会は、会計監査人が作成した監査計画における監査項目、監査時間、人員配置計画等および社内関係部
署から説明を受けた報酬見積りの算出根拠について、過年度の実績および他社の報酬水準等も考慮して検討した結
果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、会社法第399条第1項および第3項に基づき同意しまし
た。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
も含まれています。

3. 当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、非監査業務を委託していません。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
ア．監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合であ

って、株主総会における決議を経ないで直ちにその会計監査人を解任すべきと判断したときは、監査
等委員全員の同意によってその会計監査人を解任することとします。

イ．監査等委員会は、会計監査人が次のいずれかに該当すると認めた場合であって、その会計監査人を
解任すべきまたは再任すべきではないと判断したときは、その会計監査人の解任または不再任に関す
る株主総会提出議案の内容を決定することとします。

① 会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合
② 法令違反による行政処分または日本公認会計士協会の定めるところによる処分を受けた場合
③ 会計監査の適正化および効率化を図ることが妥当であると判断した場合

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　当社は、「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」を踏まえ、ESG（環境・社
会・ガバナンス）経営の重要性を認識し、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための
体制（内部統制システム）を整備し、これを運用する。
　当社は、内部統制システムの運用に当たり、これをENEOSグループ全社横断的にかつ実効性ある
形で実施するとともに、リスクマネジメント会議（経営会議）において、その運用状況の定期的モニ
タリングを行い、不断の改善に努めるものとする。

1．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 国内外を問わず、公正な企業活動を展開し、ENEOSグループに対する社会的信頼を向上させる

べく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面におい
て、法令、定款および規程類を遵守する。

(2) ENEOSグループのコンプライアンス方針の策定と浸透に加え、法的観点からグループ全体のリ
スクを管理し、重要案件への法的支援を統括するCCO（Chief Compliance Officer）を設置す
る。また、コンプライアンスを徹底するための委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、
定期的にENEOSグループの法令等（法令、定款、契約、規程類等）の遵守状況の点検活動を行
い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。

(3) 法令等違反行為の早期発見および早期是正を図るとともに、法令等違反行為の通報者を適切に保
護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法
によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないように
するために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を
整備・運用する。

(4) 取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定の上、これに基づき、取締役会を原
則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適
切に職務の執行状況につき報告を受ける。

(5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確
保および妥当性の一層の向上を図る。

3．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容
　当社の会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに規定する体制（内部統制システム）の整備につい
ての決議の内容は、次のとおりです。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(6) 内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性

を評価し、必要な是正を行う。
(8) 反社会的勢力との関係を遮断するため、ENEOSグループ全体の基本方針を定め、これに基づ

き、ENEOSグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底す
る。

2．取締役および使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
(1) 職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用

する。
(2) 法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その作成、回

付、保存等に関する規程類を整備・運用する。
(3) 会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うととも

に、外部からの脅威に対してITシステムを保護するための規程類を整備・運用する。また、社内
研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。

(4) 会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価
証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会および経営会議において、多額の投資等の重要案件を付議するに当たっては、想定され

るリスクを抽出の上、当該リスクへの対処方針を明確にする。また、ENEOSグループ共通の投
資審査システムを整備・運用するとともに、必要に応じ、法務、会計、税務等の外部アドバイザ
ーを起用して、その意見を徴することとする。

(2) ENEOSグループを取り巻くリスクの多様化を踏まえ、リスクマネジメントに関するグループ全
体の基本方針や体制を統括するCRO（Chief Risk Officer）を設置する。また、リスクマネジメ
ント会議（経営会議）を通じて、ERM（Enterprise Risk Management）、内部統制、危機管
理を含むグループ全体のリスクマネジメント活動をモニタリングし、改善に努める。

(3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、グループ横断的にERMを用いて定期
的に識別・分析し、影響を許容可能な範囲に収めるよう管理する。

(4) 各部門において、組織目的の達成を阻害するリスクに対応するための内部統制を推進することと
し、このために必要な体制および規程類を整備・運用する。

(5) ENEOSグループの事業において、安全確保、環境保全および健康の確保を図るとともに、人権
尊重、人材育成等の施策に取り組むこととし、このために必要な体制および規程類を整備・運用
する。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(6) ENEOSグループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合に備え、これらの
情報を適切に伝達・管理し、損害の発生・拡大を防止するための体制および規程類を整備・運用
する。

4．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 組織・権限に関する規程類において、機構、職制、業務分掌ならびに職能別・職制別の決裁事項

および決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2) 取締役会は、業務執行の機動性を向上させるため、重要な業務執行の決定の一部を社長に委任

し、経営の基本方針、内部統制システム整備の基本方針等の審議・決定ならびに取締役および執
行役員の職務の執行の監督に注力する。

(3) 取締役会決議事項については、原則として事前に社長決裁を経るものとする。また、社長決裁に
当たっては、その協議機関として経営会議を設置し、経営陣による集団的な検討・討議を経て、
適正かつ効率的な意思決定を行う。

(4) ENEOSグループの長期ビジョンを策定するとともに、中期経営計画において向こう3年間の経
営計画を定める。また、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。

(5) 適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化等の観点から、最適なITシステム
を構築し、運用する。

5．企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」については、ENEOSグループ各

社共通の理念・行動基準としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。
(2) 当社が定める経営の基本方針および取締役会によるグループ全体に対する監督の下、主要な事業

会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS 
Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社は、それぞれの事業特性に応
じて、自律性・機動性・独立性を高めた業務執行体制を構築する。

(3) グループガバナンスの向上を図るべく、主要な事業会社に横串を通し、会社間の連携強化、経営
資源の配分の最適化等を担う役職として、グループCxOを設置する。

(4) 「取締役会規則」および組織・権限に関する規程類において、グループ会社の業務執行案件のう
ち、当社の取締役会および経営会議において決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正
に運用する。

(5) 当社とグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、ENEOSグループの運
営に関する基本的な事項を規程類において定めるとともに、ENEOSグループ全体に適用される
べき規程類を整備・運用し、これら規程類のグループ各社における共有および遵守の徹底を図
る。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(6) ENEOSグループの内部統制に関する制度（コンプライアンスに関する制度およびITによる内部
統制に関する制度を含む。）については、グループ各社の事業特性を勘案しつつ、グループ会社
を包含したものとしてこれを整備・運用する。

(7) リスクマネジメント会議（経営会議）において、ENEOSグループとしての内部統制システムの
整備・運用状況を確認することにより、ENEOSグループにおけるコンプライアンス体制、リス
ク管理体制、効率的な業務執行体制その他の内部統制システムを適切に整備・運用する。

6．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行および監査環境の整

備に協力する。
(2) 監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を

把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員の求める事項について、当社およびグル
ープ会社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。

(3) 当社またはグループ会社において、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、会社に著しい
損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告す
るための体制を整備・運用する。また、グループ会社の監査役等が、監査結果等、監査等委員会
が求める事項について報告するための体制を整備・運用する。

(4) 監査等委員会に対して報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない
ようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な
体制を整備・運用する。

(5) 代表取締役その他の経営陣が監査等委員と適宜会合をもち、ENEOSグループの経営課題等につ
いて意見交換を行う。

(6) 内部監査を担う監査部は、監査計画および監査結果に関して意見交換を行うなど、監査等委員会
と密接な連携を保つよう努める。

(7) 執行部門から独立した組織として、監査事務室を設置し、専任の従業員が監査等委員会の職務を
補助する。また、監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員
の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。

(8) 監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第399条の2第4項の規定
により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。

－ 7 －



2026/05/18 22:21:09 / 25318717_ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

1．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
(1) ENEOSグループ各社が実施すべきコンプライアンス活動について定めた「ENEOSグループコン

プライアンス活動基本規程」に基づき、遵法状況点検を行い、その活動の状況および結果につい
て、ENEOSグループコンプライアンス委員会において確認しています。

(2) 「ENEOSグループ内部通報制度基本規程」に基づき、内部通報制度を整備・運用しています。
また、同規程において、通報者が通報したことを理由としていかなる不利益取扱いも受けないよ
うにしなければならないことを明記するなど、こうした不利益取扱いを禁止するための体制を整
備・運用しています。

(3) 「取締役会規則」に基づき、社外取締役出席のもと、当期は18回の取締役会を開催し、重要な
業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行状況の報告を受けています。取締役会におい
ては、経営の基本方針の審議と事業会社に対するモニタリング機能を充実させ、より実効性のあ
る議論が行われるようにしています。また、社外取締役の割合を50％超とし、かつ取締役会議
長を社外取締役から選定する体制を継続することにより、ガバナンスの透明性の一層の向上に努
めています。

(4) 監査部は、監査計画を策定し、同計画に基づいて順次監査を実施するとともに、経営の指示を受
けて、特定のテーマに関する内部監査を柔軟に遂行しています。

(5) 金融商品取引法に基づき、財務報告にかかる内部統制の有効性評価を実施するとともに、必要に
応じて継続してその改善を行っています。

(6) 「ENEOSグループ反社会的勢力対応基本規程」に基づき、反社会的勢力との関係遮断のため取
引先調査および契約上の措置等を実施しています。

2．取締役および使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
(1) 文書の作成、管理等について定める「文書規程」に基づき、原則として文書により職務を執行し

ています。
(2) 法令に基づき取締役会議事録を作成するとともに、「文書規程」に基づき職制別の決裁書類を作

成し、これらを適切に保存・管理しています。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりです。当社は、ENEOSグループの
内部統制システムの運用状況について、経営会議においてモニタリングを行い、2026年4月17日開催の
取締役会に報告しました。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(3) 「ENEOSグループ情報セキュリティ基本規程」、「個人情報保護要領」等の規程類に基づき、
機密情報および個人情報を含む会社情報を適切に管理しています。当期は、グループ全体のセキ
ュリティリスクの可視化のため、各システムのセキュリティ対策の自己評価および評価結果のモ
ニタリングを実施しました。また、重点評価対象システムを選定し、セキュリティ対策状況の第
三者評価を実施しました。

(4) 関係法令および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を
適正に作成し、開示しています。また、グループ横断的にIR・財務連絡会議を開催して、証券取
引所開示規則の説明を行うとともに、前広な情報提供を依頼し、情報収集体制の確認を行ってい
ます。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 重要な業務執行案件を取締役会に付議するに当たっては、必要に応じ外部アドバイザーの意見を

徴するとともに、想定されるリスクを抽出の上、当該リスクへの対処方針を明確にしています。
また、グループ共通の投資審査プロセスとして、厳格なステージゲートシステムを整備・運用す
ることで、損失の未然防止に努めています。

(2) 当期より設置したCROを通じて、グループ全体を横断するリスクマネジメント活動を推進して
います。また、リスクマネジメント会議（経営会議）では、ERM、内部統制、危機管理を含む
グループ全体のリスクマネジメント活動を継続的にモニタリングし、改善に取り組んでいます。

(3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクをグループ重要リスクとして選定し、リスクミテ
ィゲーションプランを策定およびモニタリングを実施することで、影響を許容可能な範囲に収め
るよう管理しています。当期は、「個人情報漏洩」、「経済環境の変化に伴う保有資産価値の低
下」をグループ重要リスクとして選定し、その影響低減に取り組みました。

(4) ENEOSグループの内部統制システムに関する基本的事項を定めるため、「ENEOSグループリス
クマネジメント基本規程」および「ENEOSグループ内部統制要領」を制定し、同規程・要領に
基づいて、各部門において、組織目的の達成を阻害するリスクに対応するため、内部統制を推進
しています。

(5) ENEOSグループは、自社が排出する温室効果ガスに関して2050年度までのカーボンニュート
ラル実現を掲げています。当期は、気候変動等に関する事業環境に応じて基本戦略を見直し、カ
ーボンニュートラル基本計画2025年度版を公表しました。また、労働災害防止のための取り組
み、グループ従業員の健康増進のための施策に加え、人権尊重を浸透させるための研修等に計画
的に取り組んでいます。さらに、従業員一人ひとりの能力向上を目的に、様々な教育研修を実施
しています。

(6) 当社またはENEOSグループの経営に影響を及ぼす天災・事故等の危機・緊急事態が発生した場
合に備えて、「ENEOSグループ事故・トラブル等報告・対応要領」を制定し、危機・緊急事態
が発生した際は、危機レベルに応じて適切な報告先へ報告するとともに、被害の発生および拡大
を防止し、早期復旧に資するため、最善の手段を最速で決定・実行し、その結果をフォローして
います。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

4．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「ENEOSホールディングス組織規程」および「ENEOSホールディングス権限規程」を制定し、

これらにおいて定められた決裁事項および決裁権限に基づき、職務を執行しています。
(2) 取締役会は、経営・監督機能の強化および業務執行の機動性の向上のため、重要な業務執行の決

定の一部を社長に委任するとともに、ENEOSグループのコーポレート・ガバナンス、中期経営
計画等、経営の基本方針の審議・決定に注力する運営を行っています。

(3) 取締役会決議事項については、原則として、社長決裁を経ています。また、社長決裁に当たって
は、その協議機関である経営会議を開催しています。

(4) ENEOSグループの長期ビジョンを策定するとともに、向こう3年間の中期経営計画を策定して
います。当期においては、第4次中期経営計画を策定・公表し、当該計画の下、年度予算および
グループ各社の数値目標を決定し、経営会議および取締役会において、その進捗状況について確
認しています。

(5) 適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化等を目的として、データ活用に継
続して取り組むとともに、当期はデータ分析プラットフォームのENEOSグループ会社への展開
を推進しました。

5．企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」の浸透・徹底を図るため、統合レ

ポート等を発行するとともに、ENEOSグループ各社に対する社内研修等を継続的に実施してい
ます。

(2) 当社の取締役会による監督の下、主要な事業会社はそれぞれの事業特性に応じた業務執行体制を
構築しています。また、グループCxOを通じて主要な事業会社に横串を通し連携を強めること
により、企業価値の向上を図っています。

(3) 「ENEOSグループ運営規程」に加え、ENEOSグループ各社に適用される規程類を定めるととも
に、当該各社に対してこれらを遵守させることを徹底しています。

(4) 「ENEOSグループリスクマネジメント基本規程」および「ENEOSグループ内部統制要領」を
ENEOSグループ各社に適用するものとして制定し、同規程・要領に基づき、ENEOSグループ各
社の内部統制を推進しています。

(5) ENEOSグループにおける内部統制システムの整備・運用状況について毎年調査を実施し、その
結果について、当社のリスクマネジメント会議（経営会議）において報告するとともに、必要に
応じて改善を図っています。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

6．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査環境の整備に協力しています。
(2) 監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を

把握できるよう、必要な措置を講じています。また、内部通報制度の運用状況、事件・事故・訴
訟の状況等、監査等委員会が求める事項について、グループ会社分も含めて報告する体制を整備
し、定期的に、また随時に、監査等委員会に報告するようにしています。

(3) 代表取締役その他の経営陣との意見交換、内部監査部門からの監査計画および監査の実施状況の
報告等を通じて、監査等委員会が当社の経営に関する情報を適切に把握できる環境を整備してい
ます。

(4) 監査事務室において、監査等委員会の職務を補助するための専任の従業員が、監査等委員の指示
のもと、業務を遂行しています。当該従業員の評価、異動等の人事処遇については、常勤の監査
等委員と事前協議の上、これを決定しています。

(5) 当社は、監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務について、監査等委員からの請求に基
づき、これを負担しています。

     
以　上

(注) 本事業報告中に記載の数値については、表示単位未満の端数を四捨五入して表示し、比率については、表示桁未満の端
数を四捨五入して表示しています。ただし、株式数については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示し、株式に関す
る比率については、表示桁未満の端数を切り捨てて表示しています。
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連結持分変動計算書

連結計算書類
▎連結持分変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） ▎ (単位：百万円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2025年4月1日期首残高 100,000 935,428 2,072,028 △257,659
当期利益 258,726
その他の包括利益
当期包括利益合計 － － 258,726 －
自己株式の取得 △576
自己株式の処分 △284 284
自己株式の消却 △248,130 248,130
剰余金の配当 △80,827
株式報酬取引 320
非支配株主との資本取引等 731
連結範囲の変動
利益剰余金への振替 33,280
非金融資産等への振替
その他の増減 △693
所有者との取引額合計 － △248,056 △47,547 247,838
2026年3月31日期末残高 100,000 687,372 2,283,207 △9,821

その他の資本の構成要素 親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

非支配持分 資本合計その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

在外営業
活動体の
為替換算差額

確定給付制度
の再測定 合計

2025年4月1日期首残高 67,878 11,751 171,234 － 250,863 3,100,660 369,903 3,470,563
当期利益 258,726 48,495 307,221
その他の包括利益 8,127 4,750 57,239 21,806 91,922 91,922 21,028 112,950
当期包括利益合計 8,127 4,750 57,239 21,806 91,922 350,648 69,523 420,171
自己株式の取得 － △576 △576
自己株式の処分 － 0 0
自己株式の消却 － － －
剰余金の配当 － △80,827 △17,816 △98,643
株式報酬取引 － 320 320
非支配株主との資本取引等 420 420 1,151 △28,305 △27,154
連結範囲の変動 － － △1,803 △1,803
利益剰余金への振替 △11,474 △21,806 △33,280 － －
非金融資産等への振替 △908 △908 △908 △2,495 △3,403
その他の増減 － △693 △581 △1,274
所有者との取引額合計 △11,054 △908 － △21,806 △33,768 △81,533 △51,000 △132,533
2026年3月31日期末残高 64,951 15,593 228,473 － 309,017 3,369,775 388,426 3,758,201
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1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記、2．表示方法の変更に関する注記

連結注記表（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結計算書類の作成基準

　当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」）に準拠し
て作成しています。なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略してい
ます。

(2) 連結の範囲および持分法の適用に関する事項
　子会社は476社、持分法適用会社等（関連会社・共同支配事業・共同支配企業）は149社です。

主要な子会社
　ENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社、
　ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社、株式会社NIPPO
主要な持分法適用会社等
　大阪国際石油精製株式会社、アブダビ石油株式会社、合同石油開発株式会社、JX金属株式会社

(3) 会計方針に関する事項
① 資産の評価基準および評価方法

ア．金融資産の評価基準および評価方法
償却原価で測定する金融資産
　金融資産は、以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類します。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、
金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特
定の日に生じる。

　当初認識後は実効金利法を用いた償却原価で測定し、また、減損の評価を行っています。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値により測定します。そのうち、売買目的で保有す
る以外の資本性金融商品については、当初認識時にその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産と
して指定するか否かを、個々の資本性金融商品ごとに決定しています。
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定した金融資産は、当初認識後は公正価値
で測定し、その事後的な変動をその他の包括利益に認識しています。
　その他の包括利益に認識した金額は、関連する金融資産の認識を中止した場合、あるいは公正価値が著しく
下落した場合には、その他の包括利益に認識した当該金額を利益剰余金に振り替えます。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
産として指定しなかった金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類します。
　当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動を純損益に認識します。
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1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記、2．表示方法の変更に関する注記

ソフトウェア 5年
顧客関連資産 10年～25年
契約関連資産 12年～20年

イ．棚卸資産の評価基準および評価方法
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で計上します。正味実現可能価額は、通常の事業
の過程における予想販売価額から完成までに要する見積原価および見積販売費用を控除した額です。取得原価は
主として総平均法を用いて算定します。

ウ．有形固定資産の評価基準、評価方法ならびに償却方法
　有形固定資産の認識後の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を
控除した額で表示します。
　大規模な保守や修繕に係る支出には、再取得資産や資産の一部の取替えに係る費用、調査費用およびオーバー
ホール（詳細検査）の費用が含まれます。大規模検査費用のうち、有形固定資産の認識基準が満たされるものに
ついては資産計上され、次の調査までの期間にわたり減価償却されます。
　土地以外の有形固定資産の減価償却は、取得原価から残存価額を控除した償却可能価額について、有形固定資
産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、主として定額法に基づいて行います。
　主な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりです。

建物、構築物および油槽 　2年～50年
機械装置および運搬具　 　2年～30年

　なお、石油および天然ガスの探鉱・評価・開発において資産として認識された支出は、生産開始後、生産高比
例法により減価償却します。

エ．無形資産およびのれんの評価基準および評価方法
　無形資産の認識後の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した
額で表示します。また、のれんについては、取得原価から減損損失累計額を控除した額で表示します。
　無形資産は、取得原価から残存価額を控除した額について、見積耐用年数にわたり、主として定額法で償却し
ます。
　主な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。

オ．使用権資産の評価基準および評価方法
　リース負債は、リース開始日現在の残存リース料をリースの計算利子率を用いて割り引いた現在価値で当初認
識します。認識時に実務上容易にリースの計算利子率を算定できない場合は、当社グループの追加借入利子率を
用いています。
　使用権資産は、リース負債の測定額に、当初直接コストや前払リース料等を調整し、リース契約に基づき要求
される原状回復義務の費用を加算した金額で認識しており、リース期間にわたり規則的に減価償却を行います。
また使用権資産は連結財政状態計算書において「有形固定資産」に含めて表示しています。
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カ．非金融資産の減損
　当社グループでは、各報告期間において、各資産について減損の兆候の判定を行い、減損の兆候が存在する場
合、その資産の回収可能価額を見積ります。個々の資産の回収可能価額を見積ることができない場合には、その
資産の属する資金生成単位ごとに回収可能価額を見積ります。
　資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損損失を認識し、回
収可能価額まで評価減します。
　また、のれんについては、毎年または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施します。の
れんの減損損失は純損益で認識し、戻入れは行いません。
　なお、のれん以外の資産に関しては、過去の報告期間に認識された減損損失について、損失の減少または消滅
の可能性を示す兆候が存在しているかどうかの評価を行います。そのような兆候が存在する場合は、当該資産ま
たは資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、その回収可能価額が、資産または資金生成単位の帳簿価額を
超える場合、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費または償却費を控除した後の帳簿
価額を超えない金額を上限として、減損損失を戻入れます。

② 引当金の計上基準
　引当金は、過去の事象の結果として現在の法的または推定的義務を有しており、当該義務を決済するために経済
的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合に認識
します。
　引当金は、義務の決済に必要と見込まれる支出に、貨幣の時間価値に対する現在の市場の評価と当該義務に固有
のリスクを反映した税引前の割引率を用いて、現在価値で測定します。時間の経過による引当金の増加は利息費用
として認識します。

③ その他連結計算書類作成のための重要な事項
ア．企業結合およびのれん

　当社グループは、企業結合の会計処理として取得法を適用しています。企業結合において取得した識別可能資
産および引き受けた識別可能負債と偶発負債は、当初取得日における公正価値で測定します。取得に関連して発
生した費用は、発生時に費用として認識します。当社は、非支配持分を公正価値もしくは被取得企業の識別可能
純資産に対する非支配持分の比例持分で測定するかについて取引ごとに決定します。
　のれんは、移転された企業結合の対価、被取得企業の非支配持分の金額および取得企業が以前に保有していた
被取得企業の資本持分の公正価値の合計額が、取得日における識別可能資産および負債の正味価額を上回る場合
にその超過額として測定します。
　割安購入により、当該合計金額が取得した識別可能資産および負債の正味価額を下回る場合、差額は直ちに連
結損益計算書に純損益として認識されます。
　のれんは、毎年または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施します。のれんは、取得原
価から減損損失累計額を控除した額で表示します。のれんの減損損失は連結損益計算書において純損益として認
識し、戻入れは行いません。
　のれんは、減損テスト実施のために、企業結合のシナジーからの便益を得ることが期待される個々の資金生成
単位または資金生成単位グループに配分します。
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イ．外貨換算
　当社の連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。
　外貨建取引は、取引日における為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算します。期末日における外貨
建の貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算し、また公正価値で測定する外貨建の非
貨幣性資産および負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能通貨に換算します。この結果生じる
為替換算差額は原則として純損益に認識します。取得原価で測定する外貨建の非貨幣性資産および負債は、取引
日の為替レートで換算します。
　在外営業活動体の資産および負債は期末日の為替レート、収益および費用は報告期間中の為替レートが著しく
変動していない限り、その期間の平均為替レートを用いて日本円に換算し、換算から生じる為替換算差額はその
他の包括利益に認識します。

ウ．退職後給付
　当社グループでは、確定給付制度および確定拠出制度を採用しています。確定給付制度に関連して連結財政状
態計算書で認識される負債は、報告期間の末日現在の確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を差
し引いた額です。確定給付制度債務は、独立した年金数理人が予測単位積増方式を用いて毎年算定します。割引
率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優
良社債の市場利回りに基づき算定します。
　退職給付費用のうち、勤務費用、確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額については純損益で認識し、見
積りと実績との差異および数理計算上の仮定の変更から生じた数理計算上の差異を含む再測定は、発生した期間
にその他の包括利益として認識します。当該金額は、純損益へ振り替えることはできないものの、資本の中での
振替が認められていることから、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えます。過去勤務費用
は、純損益で認識します。
　確定拠出制度に係る退職給付費用は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識し、未払拠出額を債
務として認識しています。

エ．収益認識
　当社グループは、IFRS第9号「金融商品」に基づく利息および配当収益等を除き、IFRS第15号「顧客との契約
から生じる収益」の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
　なお、付加価値税および軽油引取税のように、販売時点において課税され、代理人として回収していると考え
られる税額は、売上高に含めず純額で表示します。一方、揮発油税のように、販売以前の過程において課税さ
れ、売上金額に含まれている税額は売上高に含めます。
　その他、当社グループの各事業の収益認識および測定に関する会計方針の詳細は、連結注記表の「7．(1）収
益の分解」に記載のとおりです。

オ．政府補助金
　政府補助金は、補助金交付のための付帯条件を満たし、かつ補助金を受領するという合理的な保証が得られた
時に公正価値で認識します。
　政府補助金が費用項目に関連する場合は、当該補助金で補償することが意図されている関連費用を認識する期
間にわたって、規則的に収益として認識します。資産に関連する補助金の場合は、当該補助金の金額を資産の取
得原価から控除します。

カ．法人所得税費用
　法人所得税費用は当期税金および繰延税金から構成されます。
　これらは、企業結合に関連するものおよび直接資本またはその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益
として認識しています。
　当期法人所得税は、期末日時点において施行または実質的に施行される税率を乗じて算定する当期の課税所得
または損失に係る納税見込額あるいは還付見込額の見積りに、前年までの納税見込額あるいは還付見込額の調整
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額を加えて算定しています。
　繰延税金資産および負債は、会計上の資産および負債の帳簿価額と税務上基準額との一時差異、報告期間の末
日時点における税務上の繰越欠損金および繰越税額控除に基づいて算定しています。
　なお、次にかかる一時差異に対しては繰延税金資産または負債を認識しません。

・のれんの当初認識により将来加算一時差異が生じる場合
・企業結合以外の取引で、取引時に会計上の利益と税務上の課税所得のどちらにも影響を与えず、かつ、取

引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引から発生する資産および負債の当
初認識により生じる場合

・子会社、関連会社および共同支配の取決めに対する持分にかかる将来加算一時差異について、解消時期を
コントロールでき、かつ予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合、および将来減算一
時差異について、予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合

　繰延税金資産および負債の算定には、報告期間の末日までに施行または実質的に施行されており、関連する繰
延税金資産が実現する期または繰延税金負債が決済される期において適用されると予想される税率を使用しま
す。
　繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除および将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して
利用できる可能性が高いものに限り認識しています。また、繰延税金資産は、毎期末日に見直し、税務便益が実
現する可能性が高くなくなった部分について減額しています。
　なお、当社および一部の国内子会社は、グループ通算制度を適用しています。
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2．重要な会計上の見積りに関する注記
　当社の連結計算書類には、経営者の見積りを含みます。この見積りは過去の実績および報告期間の末日において合理
的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の見積りに基づきますが、結果は、見積りとは異なる可能
性があります。
　また、当連結会計年度末においては、中東情勢の緊迫化とそれに伴う経済活動への影響等も、報告期間の末日におけ
る見積りおよび判断に勘案すべき不確実性の高い要因と認識しています。中東情勢の緊迫化は、原料調達、生産・販売
状況および市況等を通じて、当社グループの事業活動に影響を及ぼす事象となります。現時点において本事象による当
社グループへの影響を算定することは困難ですが、報告期間の末日時点の状況を踏まえ、一定の前提を置いた上で、合
理的な見積りおよび判断を実施しています。当該見積りおよび判断は、連結計算書類の作成において、繰延税金資産の
評価や非金融資産の減損等において考慮されています。
　なお、将来の不確実性が更に高まった場合には、その時点で見積りの見直しを行う可能性があります。
　当社の連結計算書類に重要な影響を与える可能性のある、主な見積りは以下のとおりです。
(1) 非金融資産の減損

　当社グループでは有形固定資産、のれんおよび無形資産について、連結注記表の「1．連結計算書類の作成のた
めの基本となる重要な事項に関する注記 (3) 会計方針に関する事項」に従って、減損テストを実施します。減損テ
ストにおける回収可能価額を算定するにあたり、将来キャッシュ・フローの見積りや割引率等を決定します。
　それぞれの減損テストの算定において見積将来キャッシュ・フローは経営者が承認した事業計画を基礎として、
経営者の最善の見積りと判断により決定しますが、見積将来キャッシュ・フローに含まれる販売数量や商品価格、
外国為替相場等の不確実な要素の変動によって影響を受けるため、これらの見積りや回収可能価額の見直しが必要
となった場合に、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
　これにより、当連結会計年度に減損損失として計上した金額は48,011百万円であり、「その他の費用」に含め
ています。また、当連結会計年度末に「有形固定資産」、「のれん」および「無形資産」として計上した金額は
3,652,885百万円です。
　減損損失には、石油製品ほかセグメントの子会社であるENEOS株式会社が、同社の一部事業用資産の用途変更
等に伴い、土地の帳簿価額を不動産鑑定評価額等に基づく処分コスト控除後の公正価値まで引き下げたことによる
損失8,028百万円が含まれます。当該土地の公正価値の公正価値ヒエラルキーはレベル３に分類されます。なお、
電気セグメントの海外発電事業に関する持分法で会計処理されている投資の一部について、事業環境悪化等を踏ま
え減損テストを実施した結果の損失8,047百万円が含まれます。

(2) 石油・天然ガス埋蔵量の見積り
　石油・天然ガスに係る資産は生産単位ごとに、確定埋蔵量および推定埋蔵量の合計に占める報告期間中の採掘量
の割合にて生産高比例法により償却計算を行います。当該埋蔵量の見積りには商品価格、外国為替相場、生産費
用、将来の資本的支出等多くの不確実な仮定が含まれます。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により
決定します。
　この埋蔵量の見積りは、当連結会計年度末に計上した「有形固定資産」のうち、探鉱開発投資勘定416,601百万
円に関連します。
　埋蔵量の見積りに使用する仮定は、将来の不確実な経済状況の変化によって影響を受けることから、見直しが必
要となった場合には、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(3) 法人所得税費用
　当社グループは、複数の租税区域の法人所得税の影響を受け、世界各地における法人所得税の見積額を決定する
際には、重要な判断が必要です。
　当連結会計年度、「法人所得税費用」として計上した金額は141,534百万円です。
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　取引および計算方法によっては、最終的な税額に不確実性を含むものも多くあります。追加徴収が求められるか
どうかの見積りに基づいて、予想される税務調査上の問題について負債を認識します。これらの問題に係る最終税
額が当初に認識した金額と異なる場合、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
　また、繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除および繰越欠損金を利用できる課税所得が生
じる可能性が高い範囲内で金額を算定します。将来の課税所得の生じる時期および金額は、販売数量や商品価格、
外国為替相場等の仮定を含めた、経営者が承認した事業計画に基づいて見積ります。
　これにより、当連結会計年度末、「繰延税金資産」として計上した金額は45,998百万円です。
　課税所得が生じる時期および金額は、将来の不確実な経済状況の変化によって影響を受けることから、実際に生
じた時期および金額が見積りと異なった場合は、それに伴い利用可能な繰延税金資産の金額も変動し、その結果、
連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(4) 棚卸資産の評価
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で計上します。報告期間末日において正味実現可能
価額が取得原価より下落している場合には、棚卸資産を当該正味実現可能価額で測定し、取得原価との差額（評価
減）を売上原価に計上します。
　これにより、当連結会計年度末、「棚卸資産」として計上した金額は1,557,786百万円です。
　将来、市場環境が大きく変化し、正味実現可能価額が著しく下落した場合には、売上原価に多額の差額(評価減)
が発生し、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(5) 退職後給付
　当社グループは確定給付制度を含む退職給付制度を有しています。これらの各制度に係る確定給付制度債務の現
在価値および関連する勤務費用等は、数理計算上の仮定に基づいて算定されます。数理計算上の仮定には、割引率
等、様々な変数についての見積りおよび判断が求められます。
　これにより、当連結会計年度末、「退職給付に係る負債」として計上した金額は86,002百万円です。
　様々な変数を含む数理計算上の仮定の適切性について、外部の年金数理人からの助言に基づき、経営者の最善の
見積りと判断により決定しますが、将来の不確実な経済状況の変化によって影響を受けることから、見直しが必要
となった場合、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(6) 引当金および偶発負債
　当社グループは資産除去債務等、種々の引当金を連結財政状態計算書に計上しています。これらの引当金は、報
告期間の末日における将来の支払額や支払時期の変動に関するリスクおよび不確実性を考慮に入れた、義務の決済
に要する支出の最善の見積りに基づいて計上されます。
　これにより、当連結会計年度末、「引当金」として計上した金額は166,823百万円です。
　義務の決済に要する支出額は、将来の起こりうる結果を総合的に勘案して算定しますが、予想しえない事象の発
生や状況の変化によって影響を受ける可能性があり、実際の支払額や支払時期が見積りと異なった場合、翌報告期
間以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
　また、偶発負債については、報告期間の末日における全ての利用可能な証拠を勘案し、その発生可能性および金
額的影響を考慮した上で、将来の事業に重要な影響を及ぼしうる項目を開示します。

(7) 公正価値測定
　当社グループでは、活発な市場における相場価格がないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
（株式）を適切な評価技法を用いて公正価値で測定しています。
　この金融資産（株式）は、当連結会計年度末に計上した、非流動資産の「その他の金融資産」のうち、103,569
百万円が該当します。
　公正価値の測定においては、評価技法の選択および報告期間の末日の市場状況等に基づく仮定を用いています。
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3．重要な会計上の見積りに関する注記

これらの公正価値測定の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しますが、将来の不確実な経済状況の変化
によって影響を受けるため、見直しが必要となった場合、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

(8) 脱炭素社会への移行による影響
　気候変動および脱炭素社会への移行は、連結計算書類の作成において、非金融資産の減損等に関連した会計上の
見積りおよび判断に考慮されています。
　当社は2025年5月に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けてトランジションに必要となるエネルギー・
素材の供給をリードすることを目指し、「カーボンニュートラル基本計画2025年度版」を公表しました。その策
定にあたっては、脱炭素をめぐる事業環境の変化に柔軟に対応するため、IEA World Energy Outlook 2024の
STEPS(注1)、APS(注2）、およびNZE(注3)や気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書（IPCC AR６）等
複数のシナリオを参照し、将来のエネルギー需要や事業環境分析を行い、当社の想定する複数の社会シナリオを作
成しました。その上で、CO2排出削減に向けた目標や戦略等を見直し、気候変動に対する様々な不確実性に備えた
経営戦略を策定しています。
　一方で、当社で策定した脱炭素社会への移行における社会シナリオは、カーボンニュートラルに向けた動きから
生じる中長期的な石油等の化石燃料需要動向や、脱炭素技術進展等の不確実性に備えるものであるのに対し、連結
計算書類における資産および負債の測定においては、足元の事業環境がより強く反映されます。そのため、仮に上
記シナリオに基づくと、当社グループの事業に関する資産の価値毀損等あるいは負債の増加等の兆候が示された場
合でも、それらを直ちに連結計算書類に反映すべきとは限らないと考えられます。
　会計上の見積りの設定においては、脱炭素シナリオに加え、各国の政策、外部機関の分析結果、および各事業に
おける固有の状況等を総合的に勘案して行っています。ただし、将来における脱炭素社会への移行に関する当社グ
ループの方針、世界的な脱炭素化の潮流の変化、および各国の政策等の変化は、連結計算書類に重要な影響を与え
る可能性があります。

 　（注）1．Stated Policies シナリオ（現在公表されている各国の政策を反映したシナリオ）
２．Announced Pledges シナリオ（各国の意欲的な目標が達成されると仮定したシナリオ）
３．Net Zero Emissions by 2050 シナリオ（2050年に世界でネットゼロを達成するシナリオ）
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5．連結財政状態計算書に関する注記

有形固定資産 ………………………………………………… 811,394百万円
現金および現金同等物 ………………………………………… 77,568百万円
その他 …………………………………………………………… 30,649百万円

未払金 …………………………………………………………… 112,037百万円
長期借入金（1年内返済予定のものを含む） ……………… 408,119百万円
その他 …………………………………………………………… 9,781百万円

建物、構築物および油槽 ……………………………………… 460,729百万円
機械装置および運搬具 ………………………………………… 788,386百万円
土地 ……………………………………………………………… 1,351,213百万円
建設仮勘定 ……………………………………………………… 138,820百万円
探鉱開発投資勘定 ……………………………………………… 416,601百万円
その他 …………………………………………………………… 22,708百万円

3．連結財政状態計算書に関する注記
(1) 担保に供している資産および担保に係る債務

① 担保に供している資産

　上記のほか、連結財政状態計算書では消去されている子会社株式（取得原価。当連結会計年度末240,534百万円）
および長期貸付金（償却原価。当連結会計年度末67,127百万円）を担保に供しています。
　なお、プロジェクト・ファイナンス契約において、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）による売買契
約を含むプロジェクト関連契約一式が担保対象に含まれています。
② 担保に係る債務

未払金は、連結財政状態計算書上の「営業債務およびその他の債務」に含まれています。
　なお、担保に供している資産に対応する債務には、上記のほか、取引保証87百万円、持分法適用会社等の借入金
および未払金133,798百万円があります。

(2) 有形固定資産の内訳
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5．連結財政状態計算書に関する注記

売掛金および受取手形 ……………………………………… 1,340百万円
その他 ………………………………………………………… 8,819百万円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額………… 5,395,491百万円

① 流動
社債 ……………………………………………………………… 110,102百万円
短期借入金 ……………………………………………………… 385,354百万円
1年内返済予定の長期借入金 ………………………………… 93,174百万円

② 非流動
社債 ……………………………………………………………… 430,998百万円
長期借入金 ……………………………………………………… 1,171,867百万円

　持分法適用会社等 …………………………………………… 13,762百万円
　その他の会社および従業員 ………………………………… 3,619百万円

(3) 資産から直接控除した損失評価引当金

売掛金および受取手形は、連結財政状態計算書上の「営業債権およびその他の債権」に含まれています。

(5) 社債および借入金の内訳

(6) 保証債務
　子会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証等を行っています。また、従業員の借入金（住宅資
金）に対し、保証を行っています。
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6．連結損益計算書に関する注記

① その他の収益
受取配当金 ……………………………………………………… 11,286百万円
賃貸収入 ………………………………………………………… 8,479百万円
固定資産売却益 ………………………………………………… 8,954百万円
為替差益 ………………………………………………………… 4,710百万円
その他 …………………………………………………………… 111,516百万円

② その他の費用
減損損失 ………………………………………………………… 48,011百万円
固定資産除売却損 ……………………………………………… 13,820百万円
その他 …………………………………………………………… 48,579百万円

① 金融収益
受取利息 ………………………………………………………… 13,180百万円
為替差益 ………………………………………………………… 7,495百万円
その他 …………………………………………………………… 107百万円

② 金融費用
支払利息 ………………………………………………………… 37,789百万円
その他 …………………………………………………………… 865百万円

4．連結損益計算書に関する注記
(1) その他の収益および費用の内訳

　その他には、石油製品ほかセグメントに属する子会社であるENEOSオーシャン株式会社の海運事業の一部譲渡
による売却益76,441百万円を含みます。

　減損損失の詳細は、「2．重要な会計上の見積りに関する注記 (1) 非金融資産の減損」を参照ください。
(2) 金融収益および金融費用の内訳
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7．連結持分変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数　　　普通株式 ……………… 2,706,766,549株

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円) 基準日 効力発生日

2025年6月26日
定時株主総会 普通株式 （注1）35,092 13.0 2025年3月31日 2025年6月27日

2025年11月12日
取締役会 普通株式 （注2）45,890 17.0 2025年9月30日 2025年12月5日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円) 基準日 効力発生日

2026年6月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 （注）45,890 17.0 2026年3月31日 2026年6月26日

5．連結持分変動計算書に関する注記

（2026年3月31日現在）
(2) 自己株式の消却

　当社は、2025年4月18日開催の取締役会決議に基づき、2025年4月25日付で、自己株式326,084千株の消却を
実施しました。

(3) 非支配株主との資本取引等
　当連結会計年度において、非支配株主との資本取引等によって生じた非支配持分△28,305百万円のうち、主な
ものは、石油製品ほかセグメントに属する子会社であるENEOSオーシャン株式会社の自己株式の取得により生じ
た非支配持分の減少額です。

(4) 剰余金の配当
① 配当金支払額

（注）１．役員報酬BIP信託が保有する株式に対する配当金69百万円が含まれます。
２．役員報酬BIP信託が保有する株式に対する配当金87百万円が含まれます。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（注）役員報酬BIP信託が保有する株式に対する配当金87百万円が含まれます。
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8．金融商品に関する注記

当連結会計年度
（2026年3月31日）

帳簿価額 公正価値

社債および借入金 2,191,495 2,067,725

6．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、中長期のグループ戦略および企業価値の最大化を達成するために、最適な資本構成の実現・維
持に努めています。
　当社グループは事業活動および財務活動上、信用リスク、流動性リスク、市場リスク等の様々なリスクに晒され
ていますが、以下のとおりリスク管理を実施しています。

① 信用リスク
　当社グループは、与信管理規程等に基づき取引先ごとに適切に管理することにより、回収懸念の早期把握等の対
策を図っています。
　保有している債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対する債権であり、特定の取引先について重
要な信用リスクのエクスポージャーはなく、特段の管理を要する信用リスクの過度の集中はありません。

② 流動性リスク
　当社グループは、事業を遂行するにあたって必要最小限の手元資金を確保するために、適宜金融機関からの借
入、社債またはコマーシャル・ペーパーの発行を行っており、また突発的な資金需要の発生や市場の流動性が著し
く低下した時等の緊急的な事態に備えてコミットメントラインを設定しています。
　また、グループ各社の資金需要を適宜把握した上で、資金計画を作成し、キャッシュ・フローの実績と比較する
方法でモニタリングを行い、流動性リスクを管理しています。

③ 市場リスク
　当社グループは、市場リスクをヘッジするために、先物為替予約、金利スワップ、商品先渡取引等のデリバティ
ブ金融商品を利用しています。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従ってお
り、デリバティブ金融商品を利用した投機的な取引は行わない方針です。
　なお、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブの公正価値の変動は、原則としてその他の包括利益に認識しま
す。

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項
① 償却原価で測定する金融商品の帳簿価額および公正価値

（単位：百万円）

　当社の発行する社債の公正価値は、日本証券業協会の売買参考統計値を用いて算定しており、観察可能な市場
データを利用して公正価値を測定しているため、レベル2に分類しています。その他当社グループの社債および借
入金の公正価値は、類似した負債を当社グループが新たに借入れる場合に適用される利率を用いて、将来キャッ
シュ・フローを現在価値に割り引くことにより見積っています。当該見積りは観測可能なインプットの利用によ
り、レベル2に分類しています。
　なお、連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品および公正価値と帳簿価額がほぼ同額の金融商
品は開示していません。
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8．金融商品に関する注記

経常的な公正価値測定

当連結会計年度
（2026年3月31日）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　　その他の金融資産（デリバティブ） － 81,315 － 81,315
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
　　その他の金融資産（株式） 111,643 － 103,569 215,212

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
その他の金融負債（デリバティブ） － 62,419 （注）1,472 63,891

　その他の金融負債（優先株式） － － 21,314 21,314

② 公正価値で測定される金融商品
　当社は、公正価値の測定に使用されるインプットの市場における観察可能性に応じて、公正価値のヒエラルキー
を以下の3つのレベルに区分しています。
　　レベル1：活発な市場における同一資産または負債の無調整の公表価格
　　レベル2：レベル１に属さない、直接的または間接的に観察可能なインプット
　　レベル3：観察不能なインプット

（単位：百万円）

ア．その他の金融資産（デリバティブ）、その他の金融負債（デリバティブ）
デリバティブのうち、為替予約については、期末日の先物為替相場に基づき公正価値を算定しています。金利

スワップについては、将来キャッシュ・フローを満期日までの期間および期末日の利率により割り引いた現在価
値により算定しています。商品デリバティブは、一般に公表されている期末指標価格等に基づき公正価値を算定
しています。これらのデリバティブは全てレベル2に区分しています。なお、非支配株主へ付与した売建コー
ル・オプション（注）の公正価値については、将来キャッシュ・フローを割り引く方法またはその他の評価技法
を用いて計算しており、レベル3に該当します。

イ．その他の金融資産（株式）
上場株式は、期末日の市場の終値に基づく無調整の相場価格を用いて評価しており、レベル1に区分していま

す。非上場株式については、割引将来キャッシュ・フローに基づく評価技法等、適切な評価技法を用いて算定し
ており、公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分しています。

ウ．その他の金融負債（優先株式）
優先株式については、配当割引モデルに基づき公正価値を算定しており、レベル3に区分しています。
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8．金融商品に関する注記

（単位：百万円）
　当連結会計年度

（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

期首残高 891
純損益に含まれている利得および損失 　　△899
その他増減 8

期末残高 －

（単位：百万円）
　当連結会計年度

（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

期首残高 104,293
その他の包括利益に含まれている利得および損失 　　△10,632
購入 10,465
売却 △803
償還・清算 △205
その他増減 451

期末残高 103,569

③ レベル3に分類された金融商品
　レベル3に分類されたその他の金融資産（デリバティブ）の増減は、以下のとおりです。

　純損益に含まれている利得および損失は、連結損益計算書の「その他の収益」および「その他の費用」に含まれ
ています。
　レベル3に分類されたその他の金融資産（株式）の増減は、以下のとおりです。

　その他の包括利益に含まれている利得および損失は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に
関するものです。
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8．金融商品に関する注記

（単位：百万円）
　当連結会計年度

（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

期首残高 4,217
純損益に含まれている利得および損失 　　△2,753
その他増減 　　8

期末残高 1,472

（単位：百万円）
　当連結会計年度

（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

期首残高 18,928
純損益に含まれている利得および損失 　　1,013
その他増減 1,373

期末残高 21,314

　レベル3に分類されたその他の金融負債（デリバティブ）の増減は、以下のとおりです。

　純損益に含まれている利得および損失は、連結損益計算書の「その他の収益」および「その他の費用」に含まれ
ています。
　レベル3に分類されたその他の金融負債（優先株式）の増減は、以下のとおりです。

　純損益に含まれている利得および損失は、連結損益計算書の「金融収益」および「金融費用」に含まれていま
す。

　当社の方針に基づき、レベル3に区分した非上場株式の公正価値は、当該株式を直接保有するグループ各社にお
いて測定しています。公正価値の算定に当たっては、当社が策定し更新した評価方針、評価モデルに基づき、個々
の評価対象先の事業内容等を定期的にモニタリングすることにより、その妥当性を継続的に検証しています。
　レベル3に区分された非上場株式の公正価値の測定に使用する重要な観察不能なインプットは、割引キャッシ
ュ・フローの算定に用いられる割引率および市場価格等を考慮した将来の商品価格や期末日における為替レートに
基づき算定された為替レート等の将来キャッシュ・フローの見積りに使用される仮定であり、当社は約10％の割引
率を使用しています。報告期間の末日において割引率が0.5％変動または市場価格等を考慮した将来の商品価格が
10％変動した場合の公正価値の変動は重要ではありません。
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9．収益認識に関する注記

地域 石油製品ほか 石油・天然
ガス開発 機能材

日本 7,736,128 38,130 168,374

アジア

シンガポール 978,475 5,352 279

中国 473,219 43,363 36,414

他アジア 375,306 110,993 60,688

その他 778,659 18,906 70,752

合計 10,341,787 216,744 336,507

地域 電気 再生可能
エネルギー その他 合計

日本 332,198 46,846 467,619 8,789,295

アジア

シンガポール － － － 984,106

中国 － － 438 553,434

他アジア － 15 9,841 556,843

その他 － － 13,475 881,792

合計 332,198 46,861 491,373 11,765,470

7．収益認識に関する注記
(1) 収益の分解
　当社グループは、石油製品ほか事業、石油・天然ガス開発事業、機能材事業、電気事業、再生可能エネルギー事
業およびその他の事業を基本にして組織が構成されており、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定および業績
の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、これらの事業で計上する収益を売上高として
表示しています。なお、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（以下、「IFRS第15号」）以外に、IFRS第
９号「金融商品」（以下、「IFRS第９号」）に基づく商品等に係る収益およびIAS第20号「政府補助金の会計処理
および政府援助の開示」（以下、「IAS第20号」）に基づく政府補助金収益を、その他の源泉から生じる収益とし
て、売上高に含めて表示しています。また、売上高は顧客の所在地に基づき地域別に分解しています。分解した売
上高と各報告セグメントの売上高との関連は以下のとおりです。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）グループ会社間の内部取引控除後の金額を表示しています。
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9．収益認識に関する注記

①石油製品ほか事業
　石油製品ほか事業においては、石油製品（ガソリン・灯油・潤滑油等）、石油化学製品、ガス等の販売を行って
います。
　これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引き渡した時点で、製品の法的所有
権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得
るため、その時点で収益を認識します。また収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の
対価は製品の引き渡し後１年以内に受け取るため、重大な金融要素を含んでいません。対価に変動可能性のある取
引については、考え得る対価の金額の範囲における単一の最も可能性の高い金額を用いて、将来において重大な戻
入れが生じない可能性が非常に高い範囲内でのみ、収益を認識しています。
　また、当連結会計年度において、「売上高」に含められているその他の源泉から生じる収益には、米国子会社に
おいて石油製品等のトレーディングから生じた収益が261,903百万円あります。当該取引は販売業者としてのマー
ジンを生み出すことを目的とし売買契約を締結し、短期間での売買を行っているため、IFRS第９号に基づきデリバ
ティブとして会計処理を行っています。なお、このうち現物決済による取引については、売上高の総額を計上して
います。この他に、国内子会社において日本政府が実施する「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助
金419,879百万円、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により受領する補助金333百万円について、IAS第20号
に基づき会計処理を行い、その他の源泉から生じる収益として売上高に含めて表示しています。受領する当該補助
金は事業趣旨に従い、適切に全額卸売価格に反映させています。

②石油・天然ガス開発事業
　石油・天然ガス開発事業においては、原油、天然ガス、その他の鉱物資源等の販売を行っています。
　これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引き渡した時点で、製品の法的所有
権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得
るため、その時点で収益を認識します。また収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の
対価は製品の引き渡し後１年以内に受け取るため、重大な金融要素を含んでいません。

③機能材事業
　機能材事業においては、合成ゴム、熱可塑性エラストマー等の販売を行っています。
　これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引き渡した時点で、製品の法的所有
権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得
るため、その時点で収益を認識します。また収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の
対価は製品の引き渡し後１年以内に受け取るため、重要な金融要素を含んでいません。対価に変動可能性のある取
引については、考え得る対価の金額の範囲における単一の最も可能性の高い金額を用いて、将来において重大な戻
入れが生じない可能性が非常に高い範囲内でのみ、収益を認識しています。

④電気事業
　電気事業においては、主に火力発電による電力等の販売を行っています。
　これらの販売は、顧客と電力受給契約を締結し、当該契約に基づき一定の期間にわたり履行義務を充足する取引
であり、履行義務の充足に係る進捗度は、電力量計の検針により把握した使用量により測定し、把握した使用量と
当該契約による単価等に基づき、収益を認識します。

－ 30 －



2026/05/18 22:21:09 / 25318717_ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社_招集通知

9．収益認識に関する注記

　なお、検針日と決算日が一致していない顧客の電力量に関しては検針日から決算日までの顧客の電力量につい
て、一般送配電事業者から電力量を入手し、当該消費電力情報や単価情報に基づいて収益を計上しています。
　その他、一般社団法人日本卸電力取引所において約定した電力を受け渡す履行義務に関する収益があります。卸
電力市場における履行義務は、取引規定等に基づき約定した電力を受け渡すことであり、受け渡しの一時点におい
て履行義務を充足する取引については、都度収益を認識しています。
　上記の収益はいずれも、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の対価は電力の供給から１年
以内に受け取るため、重大な金融要素を含んでいません。また、電気事業における検針日から決算日までの取引に
ついて、送配電事業者から入手した使用量に当月の平均単価を乗じて算出した金額を用いて、当社と顧客との間に
重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲内でのみ、収益を認識しています。
　また、当連結会計年度において、日本政府が実施する「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により受領する補助
金7,298百万円について、IAS第20号に基づき会計処理を行い、その他の源泉から生じる収益として売上高に含め
て表示しています。受領する当該補助金は、事業の趣旨に従い、適切に全額小売および卸売価格に反映させていま
す。
⑤再生可能エネルギー事業
　再生可能エネルギー事業においては、当社グループが保有する再生可能エネルギー発電所から発電した電力等の
販売を行っています。
　これらの販売は、顧客と電力受給契約を締結し、当該契約に基づき、主として顧客に電力が供給された時点で履
行義務を充足する取引であり、顧客の計測値に基づき収益を認識します。また収益は、顧客との取引価格（主に固
定単価）に基づき認識しており、取引の対価は電力の供給から１年以内に受け取るため、重大な金融要素を含んで
いません。
　また、当連結会計年度において、日本政府により発電事業者の投資を促し、再生可能エネルギーをさらに普及さ
せ、独立した電源として電力市場に統合することを目的に、2022年４月より導入された「FIP制度」（認定を取得
した再生可能エネルギー発電事業者が市場等で売電した際に、一定のプレミアム（補助額）が上乗せされて交付さ
れる制度）により受領する補助金2,043百万円について、IAS第20号に基づき会計処理を行い、その他の源泉から
生じる収益として売上高に含めて表示しています。受領する当該補助金は、制度の趣旨に基づき、「再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金」を通じて間接的に消費者が負担しています。

⑥その他の事業
　その他の事業の収益は、主に建設事業に関連するものです。
　建設事業では、履行義務が一定期間にわたり充足される工事請負契約については、工事の進捗に伴い当該資産に
対する支配が顧客に移転するため、対応する工事期間にわたり収益を認識します。収益は、工事の成果が信頼性を
もって見積ることができる場合には、工事契約に必要な見積総原価に対する、現在までにかかった工事原価の割合
に基づき測定します。また、長期の工事請負契約においては、契約時または期間中に対価の一部を前受けで受領し
ています。

－ 31 －



2026/05/18 22:21:09 / 25318717_ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社_招集通知

9．収益認識に関する注記

当連結会計年度期首
（2025年４月１日）

当連結会計年度末
（2026年３月31日）

営業債権（売掛金および受取手形） 1,172,664 1,141,953

契約資産 51,685 44,763

契約負債 27,713 19,893

建設事業における工事契約等 当連結会計年度
（2026年３月31日）

1年内 160,223

1年超～2年内 49,434

2年超 56,762

合計 266,419

(2) 顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債
　顧客との契約により生じた債権、契約資産および契約負債の内訳は以下のとおりです。
　なお、連結財政状態計算書において、営業債権は「営業債権およびその他の債権」に、契約資産は「その他の流動資
産」に、契約負債は「その他の流動負債」にそれぞれ含まれています。

（単位：百万円）

　契約資産は工事請負契約から生じる未請求の対価に対する当社グループの権利に関するものであり、支払に対する権
利が無条件になった時点で債権へ振り替えられます。契約負債は契約に基づく履行に先だち受領した対価であり、当社
が契約に基づき履行するにつれて（もしくは履行した時点で）収益に振り替えられます。
　当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当該会計年度中の収益として認識しており、繰り越された金
額に重要性はありません。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額につ
いても重要性はありません。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末において未充足（または部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額は、以下のとおり
です。

（単位：百万円）

　当連結会計年度末時点で工事計画が確定しなかった契約の取引価格は、完工時期に基づき区分しています。
　また、建設事業における工事契約以外にも当社グループで取り扱う一部製品の長期販売契約に基づく取引価格も含め
ています。なお、取引価格が販売時点の市況価格に基づく長期の販売契約もありますが、当連結会計年度末時点で見積
もる金額に対して将来に重要な戻入れが生じる可能性と金額的重要性等を考慮して、記載していません。
　IFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想期間が１年以内の残存履行義務については上記の表に含め
ていません。
(4) 契約コスト
　当連結会計年度において、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産の額に重要性はありませ
ん。また、実務上の便法を適用し、償却期間が１年以内である場合には、契約コストを発生時に費用として認識してい
ます。
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1株当たり親会社所有者帰属持分 …………………………………… 1,252円75銭
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益 …………… 96円18銭
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期利益 ………… 96円00銭

8．1株当たり情報に関する注記

9．企業結合に関する注記
重要な企業結合がないため、記載を省略しています。

10．重要な後発事象に関する注記
（Chevron Corporationの子会社株式の取得）
　当社は、2026年5月14日の取締役会決議に基づき、Chevron Corporationのグループ各社から、シンガポール、マ
レーシア、フィリピン、オーストラリア、ベトナムおよびインドネシアにおいて燃料油および潤滑油販売事業を行う法
人の持分100%を取得するための株式譲渡契約を締結しました。本取引は、当社がシンガポールにおいて設立した特別
目的会社を介して、Chevron Singapore Pte. Ltd.（同社が保有するSingapore Refining Companyの持分50%および
Chevron Lubricants Vietnam Ltd.に対する株式を含む）、Chevron Malaysia Ltd.、Chevron Philippines Inc.、
Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.、およびPT Chevron Oil Products Indonesia各社の株式
100%を取得するものです。
(1) 本株式取得の目的

　本株式取得は、ENEOSグループが第4次中期経営計画において重点施策として推進する「ポートフォリオ再編」
の一環として実施するものであり、成長市場の取り込みを通じて事業基盤を強化し、収益基盤の拡充および将来の
成長機会の取り込みを図ることを目的としています。
　日本国内では石油製品需要の中長期的な減少が継続する一方、東南アジア地域では経済成長等を背景に需要の増
加が見込まれています。本件取得により、当社は同地域における燃料油・潤滑油の供給・販売事業を拡大するとと
もに、トレーディング機能の強化および海外アセットの獲得を通じて、収益機会の拡大を図ります。
　当社は今後も、事業環境の変化を踏まえた戦略的かつ機動的な事業運営を推進し、中長期的な事業成長と企業価
値の向上に取り組んでいきます。

(2) 被取得企業の名称および事業の内容
① Chevron Singapore Pte. Ltd.
・被取得企業の名称　　　　　Chevron Singapore Pte. Ltd.
・事業の内容　　　　　　　 Singapore Refining Companyの持分50%保有、石油製品および潤滑油のマーケテ

ィング・販売事業
② Chevron Malaysia Ltd.
・被取得企業の名称　　　　　Chevron Malaysia Ltd.
・事業の内容　　　　　　　　石油製品および潤滑油のマーケティング・販売事業
③ Chevron Philippines Inc.
・被取得企業の名称　　　　　Chevron Philippines Inc.
・事業の内容　　　　　　　　石油製品および潤滑油のマーケティング・販売事業
④ Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・被取得企業の名称　　　　　Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・事業の内容　　　　　　　　石油製品および潤滑油のマーケティング・販売事業
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⑤ PT Chevron Oil Products Indonesia
・被取得企業の名称　　　　　PT Chevron Oil Products Indonesia
・事業の内容　　　　　　　　潤滑油の販売事業

(3) 取得の概要
① 取得価額（概算額）

2,170百万米ドル
（注）最終的な取得価額は、有利子負債純残高を控除し、契約で定められた価格調整を適用して決定される予定で
す。

② 株式譲渡実行日（予定）
2027年中

（自己株式の取得および消却）
　当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第
156条の規定に基づき、自己株式を取得すること、および会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことに
ついて決議しました。なお、具体的な消却の内容は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議す
る予定です。
(1) 自己株式の取得に係る事項の決定

①自己株式の取得を行う理由
　当社は、株主への利益還元が経営上の重要課題であるとの認識のもと、第4次中期経営計画期間（2025-2027年
度）においては、総還元性向50%以上（在庫影響除き当期利益を基準に算定）を株主還元方針の一つとしていま
す。本方針に基づき、また資本効率のさらなる向上を図る観点から、自己株式取得を実施することとしました。

②取得に係る事項の内容
・取得対象株式の種類　　　　　　　当社普通株式
・取得し得る株式の総数　　　　　　8千2百万株（上限）
・株式の取得価額の総額　　　　　　500 億円（上限）
・取得期間　　　　　　　　　　　　2026年5月21日～2026年9月30日
・取得方法　　　　　　　　　　　　自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付

(2) 自己株式の消却に係る事項（予定）の内容
・消却する株式の種類　　　　　　　当社普通株式
・消却する予定の株式の数　　　　　上記②により取得した自己株式の全株式数
なお、消却予定日は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。

（JX金属株式会社による自己株式の公開買付けへの応募）
　当社は、JX金属株式会社（以下、「JX金属」）が実施する自己株式の公開買付けに、当社が所有する当該普通株式の
一部を応募することを決定しました。
(1) 本公開買付けへの応募の理由

　当社は事業戦略の遂行およびエネルギートランジションの実現に向けた事業ポートフォリオの転換に必要な投資
ならびに株主還元の機動的かつ確実な実行による企業価値の向上を図ることを目的に、2025年3月19日に東京証
券取引所プライム市場への上場を通じてJX金属の一部株式の売出しを実施し、JX金属を持分法適用会社としまし
た。上場後は一定期間保有を継続した上で、継続後の取扱いについては、JX金属との事業上の関係等を総合的に勘
案し、合理的に判断していく方針としていました。その後、当社を取り巻く事業環境の変化が一段と加速する中、
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第4次中期経営計画で掲げるポートフォリオ転換の着実な遂行を見据えた資本戦略について慎重に検討を重ねた結
果、保有するJX金属株式の追加売却を実施することが適切との判断に至りました。これを受け、当社よりJX金属に
対して、JX金属株式の一部売却に関する申し入れを行い、協議を行った結果、JX金属から本公開買付けへの応募に
ついての提案を受けました。当社において当該提案内容を慎重に検討した結果、買付価格その他諸条件について妥
当と認められると判断したことから、本公開買付けへの応募を決定しました。

(2) 本公開買付けに応募する所有株式数
応募前の所有株式数　393,529,002株
応募する株式数　　　  57,300,022株
応募後の所有株式数　336,228,980株

(3) 本公開買付けによる買付け価格（普通株式1株につき）
　2026年5月8日までの1ヶ月間におけるJX金属株式の終値の単純平均値（1株につき4,848円）と、2026年5月
20日の同社株式の終値を比較し、いずれか低い方の価格に対して10％のディスカウントを適用した価格

(4) 本公開買付けの日程
公開買付け期間　2026年5月21日から2026年6月17日まで
決済の開始日　　2026年7月9日

(5) 業績への影響
　当社が応募するJX金属普通株式57,300,022株について、1株につき4,363円の買付価格を前提とし、全て買付け
られた場合、2027年3月期の個別決算において、特別利益（関係会社株式売却益）約2,300億円を、同期の連結決
算において、その他の収益約1,100億円を、それぞれ計上する見込みです。
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計算書類
▎株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） ▎ (単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
繰越利益
剰余金

2025年4月1日期首残高 100,000 526,389 837,608 1,363,997 1,521 837,942 839,463 △256,040 2,047,420
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △80,982 △80,982 △80,982
当期純利益 63,037 63,037 63,037
自己株式の取得 △400 △400
自己株式の処分 0 0 284 284
自己株式の消却 △248,130 △248,130 248,130 −
固定資産圧縮積立金の取崩 △12 12 − −
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − △248,130 △248,130 △12 △17,934 △17,946 248,015 △18,061

2026年3月31日期末残高 100,000 526,389 589,478 1,115,867 1,510 820,008 821,517 △8,025 2,029,359

評価・
換算差額等

純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

2025年4月1日期首残高 13,660 2,061,080

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △80,982

当期純利益 63,037

自己株式の取得 △400

自己株式の処分 284

自己株式の消却 −

固定資産圧縮積立金の取崩 −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 161 161

事業年度中の変動額合計 161 △17,900

2026年3月31日期末残高 13,821 2,043,180
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　有価証券
子会社株式および関連会社株式
その他有価証券

移動平均法による原価法

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理しています。また、
　評価差額の算出の基礎となる取得原価は、移動平均法により
　算定しています。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物および構築物　２年～50年

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいています。
リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

 個別注記表（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

１．重要な会計方針にかかる事項に関する注記
(1) 資産の評価基準および評価方法

(2) デリバティブ等の評価基準および評価方法

(3) 固定資産の減価償却の方法

(4) 引当金の計上基準
賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上して
います。

株式報酬引当金
　業績連動型株式報酬制度に基づく当社グループ取締役等への当社株式の交付に備えるため、当事業年度
末における支給見込額に基づき計上しています。
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(5) 収益の計上基準
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）および「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第30号）を適用しており、顧客との契約について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益
を認識しています。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における各履行義務に配分する
ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するに応じて）収益を認識する
　当社は主要な事業会社（ENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS 
Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社）などへの経営管理およびこれに付帯する業務
を行っており、当社の主要な事業会社を顧客としています。経営管理に関する契約については、当社の主要な事業
会社に対し、経営の管理・指導を行うことを履行義務として識別しています。当該履行義務は時の経過につれて充
足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を計上しています。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時の費用として処理しています。
② ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、
特例処理によっています。

２．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針にかかる事項に関する注記
（5）収益の計上基準」に記載のとおりです。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
　当社の計算書類には、経営者の見積りを含みます。この見積りは過去の実績および報告期間の末日において合理的
であると考えられる様々な要因などを勘案した経営者の最善の見積りに基づきますが、結果は、見積りとは異なる可
能性があります。
　当社の計算書類に重要な影響を与える可能性のある、主な見積りは以下のとおりです。

子会社・関連会社株式の評価
　当社は純粋持株会社であり、子会社・関連会社株式の保有が主な役割です。当事業年度末、関係会社株式として計
上した金額は2,153,603百万円であり、このうち子会社であるENEOSリニューアブル・エナジー株式会社株式が
206,524百万円です。また、関係会社株式評価損は認識していません。これらの株式は会計基準に従い取得原価で計
上していますが、実質価額が著しく低下し、かつ取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合は評価損を
計上することになります。
　当社子会社・関連会社の多くは非上場であるため、経営者は、実質価額の著しい低下の判断や回復可能性の見積り
によって評価損の判定をしていますが、これらは経済状況、資源価格、外国為替相場などの不確実な要素の変動によ
って影響を受けることから、見直しが必要となった場合には、計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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関係会社株式　　　　　　　　　  ・・・・・・・・・・ 21,000百万円

関係会社の借入金　　　　　　　  ・・・・・・・・・・ 212,000百万円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額　　　・・・・・・・・・・ 14,483百万円

借入保証 357,137百万円
取引保証ほか 304,919百万円

計 662,056百万円

短期金銭債権　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ 18,948百万円
長期金銭債権　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ －百万円
短期金銭債務　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ 15,083百万円
長期金銭債務　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ 1,600百万円

営業収益　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ 69,102百万円
営業費用　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・ 12,305百万円
営業取引以外の取引高　　　　　　・・・・・・・・・・ 32,032百万円

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 338,727,964株 467,839株 326,720,930株 12,474,873株

４．貸借対照表に関する注記
(1) 担保に提供している資産

① 担保提供資産

② 上記に対する債務

(3) 保証債務

(4) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の数は以下のとおりです。

(注1) 自己株式の数の増加は、役員報酬BIP信託の株式追加購入による増加454,100株および単元未満株式の買取り
請求による増加13,739株によるものです。

(注2) 自己株式の数の減少は、取締役会決議による自己株式消却326,084,100株、役員報酬BIP信託の取締役など
に対する交付による減少636,341株および単元未満株式の買増し請求による減少489株によるものです。
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（単位：百万円)
（繰延税金資産）

賞与引当金 106
投資有価証券 1,030
未払事業税 105
その他 982
繰延税金資産小計 2,223
評価性引当額 △1,314

繰延税金資産合計 909

（繰延税金負債）
土地 20
固定資産圧縮積立金 695
投資有価証券 6,322
譲渡損益調整資産 172
その他 496

繰延税金負債合計 7,704
繰延税金負債の純額 6,795

７．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理および開示に関する
取り扱い」（実務対応報告42号 2022年10月28日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれら
に関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っています。
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個別注記表

種類 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

百万円 百万円
子会社 ENEOS㈱ 所有

直接100％
経営管理
役員の兼任

経営管理料の受取(注1)
債務保証等(注2)

16,902
386,526

営業未収入金 1,536

百万円 百万円
子会社 ENEOS

ファイナンス㈱
所有
直接100％

資金業務委託
役員の兼任

グループ金融運営資金の貸
付(注3)
　短期資金回収
　長期資金回収

グループ金融による自社必
要資金の借入(注4)
　長期資金借入
　長期資金返済

利息の受取(注3)
利息の支払(注4)

116,646
71,500

130,000
209,877

11,480
3,028

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金
*1年内回収予
定分を含む
関係会社長期
借入金
*1年内返済予
定分を含む

13,670

1,251,450

230,000

百万円 百万円
子会社 ENEOS Oil＆

Energy Asia Pte. 
Ltd.

所有
間接100%

債務保証 債務保証等(注5)
債務保証料の受取(注5)

115,921
83

未収入金 51

百万円
子会社 ENEOS不動産㈱ 所有

直接100％
不動産賃貸
業務委託

債務保証等(注6) 42,261 － －

百万円
子会社 ロードマップ・

ホールディングス㈱
所有
直接50.1%

役員の兼任 担保の提供(注7) 212,000 － －

８．関連当事者との取引に関する注記

取引条件および取引条件の決定方針など

(注1) 当社は、主要な事業会社の経営管理にかかる対価を、当社の運営に必要とする経費を基に主要な事業会社からそ
の事業規模などに応じて収受しています。

(注2) ENEOS株式会社の原油購入などにつき、取引保証などを行ったものであり、保証料は受領していません。
(注3) 当社はグループで必要な資金を外部金融機関などからの借入、社債およびコマーシャル・ペーパーの発行などに

より、一括して調達し、ENEOSファイナンス株式会社への貸付を通じて、グループ各社へ必要な事業資金を供
給しています。当社からENEOSファイナンス株式会社への貸付利率は、資金調達コストを勘案して合理的に決
定しています。また、短期資金の取引金額については、貸付と回収をネット表示しています。

(注4) グループの資金取引として、当社はENEOSファイナンス株式会社との間で、必要な事業資金の借入もしくは余
裕資金の預入を行っています。借入利率および預入利率とも市場金利を勘案して合理的に決定しています。ま
た、短期資金の取引金額については、借入と返済をネット表示しています。
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個別注記表

1株当たり純資産額　　・・・・・・ 758円33銭
1株当たり当期純利益　・・・・・・ 23円40銭

(注5) ENEOS Oil & Energy Asia Pte. Ltd. の石油製品などの購入に対する債務保証として、取引保証を行ったもので
あり、保証料は取引実勢に基づき合理的に決定しています。

(注6) ENEOS不動産株式会社がENEOSファイナンス株式会社から借入れている事業資金につき、借入保証を行ったも
のであり、保証料は受領していません。

(注7) ロードマップ・ホールディングス株式会社の金融機関からの借入金に対し、当社が保有するすべての同社株式の
担保の提供を行っています。担保提供の取引金額は当事業年度末日における債務残高です。

９．1株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
(1) Chevron Corporationの子会社株式の取得

連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

(2) 自己株式の取得および消却
連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

(3) JX金属株式会社による自己株式の公開買付けへの応募
連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

11．追加情報
該当事項はありません。
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